
 

 

福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 知事は、複数の農業者が共同で利用する農業水利施設を管理している土地改

良区等の団体がその運営に要する電気料金における昨年度からの値上げ相当額に対

して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、福岡

県補助金等交付規則（昭和 33 年福岡県規則第５号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱に定めるところによる｡ 

 

（補助金の交付対象者） 

第２条 この補助金の交付対象者は、以下のいずれかに該当する団体とする。 

（１）土地改良区 

（２）土地改良区連合 

（３）その他、知事が適当と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは補助金の交付対象者としな

いものとする。 

（１）暴力団又は暴力団員 

（２）暴力団員が事業主又は役員であるもの 

（３）暴力団と密接な関係を有するもの 

 

 （補助対象施設、補助対象経費及び補助率） 

第３条 この補助金の交付の対象は、共同利用に供されているもので、前条第１項に

規定する交付対象者（以下、「土地改良区等」という。）が所有している以下の施設

とする。 

（１）水利施設管理強化事業（水利施設管理強化事業実施要綱（令和３年３月 29 日

付２農振第 3534 号））の対象となる施設 

（２）前号及び基幹水利施設管理事業（基幹水利施設管理事業実施要綱（平成８年

７月 31 日８機改 A 第 595 号））の対象外で、国営、県営若しくは市町村営

土地改良事業又は国、県若しくは市町村の補助を受けて造成した農業水利施

設 

（３）その他、知事が特に必要であると認めるもの 

２ 補助対象経費は、土地改良区等が令和４年度中に支払う電気料金における昨年度

からの値上げ相当額で知事が適当と認めるものとする。 

３ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とする。 

 

 （申請手続） 



 

 

第４条 補助金の交付を申請しようとする土地改良区等は、福岡県農業水利施設物価

高騰対策補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）役員名簿 

（２）事業計画書 

（３）暴力団排除に係る誓約書 

（４）その他知事が必要と認める書類 

２ 土地改良区等は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税

仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として

控除出来る部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定す

る地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しな

ければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明

らかでない場合は、この限りでない。 

 

 （交付決定の通知） 

第５条 知事は、交付申請書の提出があったときは、その内容及び額について審査し、

適当と認めたときは福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付決定通知書（様式

第２号）により土地改良区等に対しその旨を通知するものとする。 

２ 知事は、前項の審査において、その内容が適当であると認められないときは、福岡

県農業水利施設物価高騰対策補助金不交付決定通知書（様式第３号）により土地改

良区等に対しその旨を通知するものとする。 

 

 （交付決定の取消） 

第６条 知事は、土地改良区等が規則に違反した場合、不正の手段により補助金の交

付決定を受けた場合、第２条第２項に規定する団体であることが判明した場合又は

補助金の交付決定を受けた補助対象経費が第３条第２項の規定に該当しないことが

判明した場合は、交付決定を取り消し、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交

付決定取り消し通知書（様式第４号）により土地改良区等に対しその旨を通知する

ものとする。 

 

（申請事項の変更） 

第７条 土地改良区等は、交付申請書の内容を変更するときは、あらかじめ福岡県農

業水利施設物価高騰対策補助金に係る補助事業の変更承認申請書（様式第５号）を

知事に提出しなければならない。 



 

 

２ 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容及び額について審査し、

適当と認めたときは福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る補助事業の変更

承認通知書（様式第６号）により土地改良区等に対しその旨を通知するものとする。 

 

（申請事項の中止等） 

第８条 土地改良区等は、交付申請書に記載する事業を中止又は廃止するときは、あ

らかじめ福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る補助事業の中止（廃止）承

認申請書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と

認めたときは福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る補助事業の中止（廃止）

承認申請書（様式第８号）により土地改良区等に対しその旨を通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第９条 土地改良区等は、補助事業が完了した日から起算して 14 日以内又は令和５

年３月 15 日のいずれか早い期日までに、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金

事業実績報告書（様式第９号。以下「実績報告書」という。）を知事に提出しなけ

ればならない。 

２ 第４条第２項ただし書きにより交付の申請をした土地改良区等は、前項の実績報告

書を提出するにあたって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにな

った場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第４条第２項ただし書の規定により交付の申請をした土地改良区等は、第４条の

交付申請書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金

に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額を福岡県農業水利施設物価

高騰対策補助金消費税仕入控除税額報告書（様式第 10 号）により速やかに知事に

報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

  また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場

合であっても、その状況等について、第 10 条の規定により当該補助金の額の確定

のあった日の翌年６月 10 日までに、同様式により知事に報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条 知事は、土地改良区等から実績報告書を受理したときは、その内容を審査

し、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第７条第２項に基づく承認

をした場合は、その承認した内容）に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、「福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る額の確定通知書」

（様式第 11 号）により通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき額を確定した場合において、既に確定額を超え



 

 

る補助金が交付されているときは、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるこ

ととする。 

３ 前項の規定により補助金を返還する場合は令和５年３月 31 日までに納付しなけ

ればならない。 

 

（補助金の支払い） 

第 11 条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事

業者に対して精算払いを行うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、

補助金の一部又は全部について概算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、補助金の精算払い又は概算払いを受けようとするときは、「福岡

県農業水利施設物価高騰対策補助金精算払（概算払）請求書」（様式第 12 号。以

下「補助金請求書」という。）を知事に提出しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、実績報告書に記載する事業実施額と第 10 条第１項の

審査の結果認められた補助対象経費の額が一致する場合は、その実績報告書をもっ

て補助金請求書を兼ねることが出来る。 

 

（補助金の経理） 

第 12 条 土地改良区等は、本補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類その他補助事業の

実施に関する必要な書類を、補助金を交付された日の属する年度の翌年度から起算

して５年間整備保管しなければならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第 13 条 知事は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者

に報告を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関す

る必要な書類や物件を検査できるものとする。 

 

 （関係書類の提出） 

第 14 条 この要綱に基づき、土地改良区等が知事に提出する書類は、所管の農林事務所

長を経由しなければならない。 

 

（電子情報処理組織による申請） 

第15条 この要綱において書面等により行うこととしているものについては、当該

規定にかかわらず、電子情報処理組織（県の機関の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。以下同じ。）と申請等をするものの使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。

ただし、第４条第１項の規定による補助金の交付申請、第７条第１項の規定によ

る申請事項の変更、第８条第１項の規定による申請事項の中止又は廃止及び第９



 

 

条第１項の規定による実績報告については、使用できる電子情報処理組織はふく

おか電子申請サービスのみとする。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、この要綱に規定する書面等によ

り行われたものとみなして、当該申請等に関する要綱の規定を適用する。 

 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別

に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は､令和４年９月 29 日から施行し、令和４年度の補助金に適用する｡ 



様式第１号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

   福岡県知事 殿 

 

                                          所在地 

                                          団体名 

                                          代表者氏名 

      （記名押印又は代表者の署名） 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付申請書 

 

このことについて、下記のとおり事業を実施したいので、福岡県農業水利施設物価高騰対策

補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 事業実施額                      円 

 

２ 役 員 名 簿                 （別紙１） 

 

３ 事業計画書                 （別紙２） 

 

４ 暴力団排除に係る誓約書     （別紙３） 

 

５ 構成員名簿 

 

６ 定款又は規約 

 

７ その他知事が必要と認める書類 

 

事務担当者 

連絡先 

役職  氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

E-mail  

（注）申請者が土地改良区又は土地改良区連合の場合は、上記５及び６の提出は不要とする。 

 

 



別紙１（様式第１号関係） 

役 員 名 簿 

（申請者名           ） 

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
性 別 生年月日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
（            ） 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 （注）１ 役員全員を記載してください。 

２ 必要に応じて適宜、行を追加してください。 

  



別紙２（様式第１号関係）

１．補助対象施設 別紙２－１のとおり

２．補助対象経費 円

うち、特別高圧契約分（別紙２－２のとおり） 円
うち、高圧契約分（別紙２－３のとおり） 円
うち、低圧契約分（別紙２－４のとおり） 円

３．補助金見込額（補助対象経費×1/2） 円

４．補助対象施設における令和４年１１月以降の電気料金支払いの有無

あり　　　・　　　なし

（ある場合）　　　月まで

事業計画書
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．

３
月

単
価

分
合

計

合
計

　
①

単
価

（
円

）
　

②
補

助
対

象
額

（
円

）
　

①
×

②

※
電

気
の

契
約

種
別

（
特

別
高

圧
）
（
高

圧
）
（
低

圧
）
ご

と
に

別
葉

で
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。

※
各

施
設

の
使

用
電

力
量

が
月

ご
と

に
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
請

求
書

、
領

収
書

の
写

し
）

※
各

月
の

記
入

欄
に

は
、

令
和

４
年

度
中

に
支

払
っ

た
分

の
請

求
内

容
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
適

用
さ

れ
る

単
価

月
に

か
か

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
単

価
に

つ
い

て
は

別
途

定
め

ま
す

。



別
紙

２
－

４

電
気

使
用

状
況

一
覧

表
　

契
約

種
別

： 低
圧

使
用

電
力

量
（
単

位
：
kw

h
）

施
設

N
o
.

Ｒ
４

．
２

月
単

価
分

Ｒ
４

．
３

月
単

価
分

Ｒ
４

．
４

月
単

価
分

Ｒ
４

．
５

月
単

価
分

Ｒ
４

．
６

月
単

価
分

Ｒ
４

．
７

月
単

価
分

Ｒ
４

．
８

月
単

価
分

Ｒ
４

．
９

月
単

価
分

Ｒ
４

．
１

０
月

単
価

分
Ｒ

４
．

１
１

月
単

価
分

Ｒ
４

．
１

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

１
月

単
価

分
Ｒ

５
．

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

３
月

単
価

分
合

計

合
計

　
①

単
価

（
円

）
　

②
補

助
対

象
額

（
円

）
　

①
×

②

※
電

気
の

契
約

種
別

（
特

別
高

圧
）
（
高

圧
）
（
低

圧
）
ご

と
に

別
葉

で
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。

※
各

施
設

の
使

用
電

力
量

が
月

ご
と

に
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
請

求
書

、
領

収
書

の
写

し
）

※
各

月
の

記
入

欄
に

は
、

令
和

４
年

度
中

に
支

払
っ

た
分

の
請

求
内

容
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
適

用
さ

れ
る

単
価

月
に

か
か

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
単

価
に

つ
い

て
は

別
途

定
め

ま
す

。



別紙３（様式第１号関係） 

暴力団排除に係る誓約書 

 

年  月  日 

 

福岡県知事 殿  

 

申請者の住所  

商号又は名称  

代表者役職・氏名            

（自署又は記名押印） 

 

 福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金の交付申請に当たり、申請者及び申請者の全役員は下

記のことを誓約します。 

 この誓約の内容と事実が反することが判明した場合は、当該事実に関して福岡県が行う一切の

措置に対して異議の申立てを行いません。 

また、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金の交付決定後にこの誓約の内容と事実が反する

ことが判明し、交付決定の全部又は一部が取り消された場合には、福岡県に対し、当該補助金の

全部又は一部を返還します。 

なお、この誓約書の内容について、福岡県が福岡県警察本部に照会することを承諾します。 

記 

 

１ 申請者は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団ではありません。 

２ 申請者は、法第２条第６号に規定する暴力団員が役員等になっている団体ではありません。 

３ 申請者は、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等になっている団体では

ありません。 

４ 申請者及び申請者の役員等は、次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体で

はありません。 

（１） 暴力団員が事業主又は役員に就任している団体 

（２） 暴力団員が実質的に運営している団体 

（３） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体 

（４） 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結し

ている団体 

（５） 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

（６） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

５ 申請者が実施する事業(事業の準備を含む。）により暴力団を利することとならないようにす

るとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力します。 

６ 上記のほか、関係法令を遵守するとともに、暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生

活の確保及び福岡県における社会経済活動の健全な発展に寄与します。  



様式第２号（第５条関係） 

 

     第     号 

   年  月  日 

 

（申請者名） 

（代表者役職・氏名） 殿 

 

 

                                            福岡県知事       印 

 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日に申請のあった令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に

ついては、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第５条第１項の規定に基づき、下

記のとおり交付することに決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業は、    年  月  日付けで申請のあった事業とし、

その内容は補助金交付申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

補助金の交付決定額            円 

 

３ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容又は経費を変更しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

（３）補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受け

なければならない。 

（４）交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、知事の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又

は承継させてはならない。 

（５）上記の他補助事業の遂行にあたっては、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱

の定め及びこれに基づく知事の処分、指示に従わなければならない。 

 

４ 交付決定の取消し及びこれに伴う措置 

（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。 

ア 法令、本要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反したとき。 



イ 知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と認めら

れる行為を行ったとき。 

ウ 補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

エ 交付決定後生じた事情の変更等で、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった

とき。 

オ 福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第２条第２項又は第３条第３項に規定す

るものに該当することが明らかになったとき。 

（２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（３）交付決定の取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、補助事業者の責に帰すべき

ではない事情による取消しの場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該補助金の額につき年 10.95%の割合で計算した加算金を県に納付しなけ

ればならない。 

（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から

納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95%の割合で計算した延滞金を県に納

付しなければならない。 

 

５ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相

当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として

控除出来る部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税

率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。）があり、その金額が明ら

かな場合は、補助金交付申請の際に減額して申請しなければならない。 

 

６ 補助事業に係る帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類は、補助事業終

了年度の翌年度から起算して５年間、整備・保管しておかなければならない。 

 

７ 本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、本補助事

業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるも

のとする。 

 

８ その他留意事項 

  



様式第３号（第５条関係） 

 

     第     号 

   年  月  日 

 

（申請者名） 

（代表者役職・氏名） 殿 

 

 

                                            福岡県知事       印 

 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日に申請のあった補助事業については、福岡県農業水利施設物価高騰対

策補助金交付要綱第５条第２項の規定に基づき、不交付とすることに決定したので、通知しま

す。 

 

記 

 

１ 不交付の理由 

 

 

  



様式第４号（第６条関係） 

 

     第     号 

   年  月  日 

 

（申請者名） 

（代表者役職・氏名） 殿 

 

 

                                            福岡県知事       印 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付決定取り消し通知書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定を通知した補助事業については、福岡県

農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり交付決定を取り

消したので通知します。 

なお、交付決定の取り消しに伴い、補助金の返還等が生じる場合は、別途通知する内容に従っ

てください。 

 

記 

 

１ 交付決定を取り消した理由 

 

 

 

 

２ 返還が生じる補助金の既支払額 

 

  



様式第５号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 福岡県知事 殿  

 

 

                                          所在地 

                                          団体名 

                                          代表者氏名            

（自署又は記名押印）  

 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る 

補助事業の変更承認申請書 

 

     年  月  日付    第     号で交付決定のあった補助事業について、次の

とおり変更したいので、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第７条第１項の規定に

基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 変更の理由 

 

 

 ２ 変更の内容 

 

 

※交付申請の添付書類に準じて、変更前と変更後の内容が分かる書類を添付すること。 

  



様式第６号（第７条関係） 

 

     第     号 

   年  月  日 

 

 

（申請者名） 

（代表者役職・氏名） 殿  

 

 

                      

   福岡県知事       印 

       

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る 

補助事業の変更承認通知書 

 

     年  月  日付けで変更承認申請のあった補助事業については、福岡県農業水利施設

物価高騰対策補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、下記のとおり承認したので通知しま

す。 

 

記 

  



様式第７号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 福岡県知事 殿  

 

 

                                          所在地 

                                          団体名 

                                          代表者氏名            

（自署又は記名押印）  

 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る 

補助事業の中止（廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付    第     号で交付決定のあった補助事業について、次の

とおり中止（廃止）したいので、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第８条第１項

の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 中止（廃止）の理由 

 

 

 ２ 中止・廃止年月日 

 

  



様式第８号（第８条関係） 

 

     第     号 

   年  月  日 

 

 

（申請者名） 

（代表者役職・氏名） 殿  

 

 

                      

   福岡県知事       印 

       

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る 

補助事業の中止（廃止）承認通知書 

 

     年  月  日付けで中止（廃止）承認申請のあった補助事業については、福岡県農業

水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第８条第２項の規定に基づき承認したので通知します。 

 

  



様式第９号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 福岡県知事 殿  

 

 

                                          所在地 

                                          団体名 

                                          代表者氏名            

（自署又は記名押印）  

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る 

補助事業実績報告書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業につい

て、    年  月  日に完了したので、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金

交付要綱第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 【また、併せて精算額として下記３のとおり補助金       円の交付を請求する。】 

 

記 

 

１ 事業実施額                  円 

 

２ 補助事業結果報告書           （別紙４） 

 

３ 請求額 

 

金            円也 

 

内訳： 

交付決定額            円（確定額：          円） 

概算払受領済額          円 

今回請求額            円 

残額               円 

 

（注）１ 精算額がない場合又は県への返納がある場合は、【 】の部分を除くこと。 

  ２ 別紙４について、交付申請で提出した別紙２と変更が無い場合は提出不要とする。 

  



別紙４（様式第９号関係）

１．補助対象施設 別紙４－１のとおり

２．補助対象経費確定額 円

うち、特別高圧契約分（別紙４－２のとおり） 円
うち、高圧契約分（別紙４－３のとおり） 円
うち、低圧契約分（別紙４－４のとおり） 円

３．補助金額（補助対象経費確定額×1/2） 円

補助事業結果報告書
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Ｒ

５
．

１
月

単
価

分
Ｒ

５
．

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

３
月

単
価

分
合

計

合
計

　
①

単
価

（
円

）
　

②
補

助
対

象
額

（
円

）
　

①
×

②

※
電

気
の

契
約

種
別

（
特

別
高

圧
）
（
高

圧
）
（
低

圧
）
ご

と
に

別
葉

で
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。

※
各

施
設

の
使

用
電

力
量

が
月

ご
と

に
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
請

求
書

、
領

収
書

の
写

し
）

　
 た

だ
し

、
交

付
申

請
時

等
で

既
に

提
出

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

再
度

提
出

不
要

で
す

。

※
各

月
の

記
入

欄
に

は
、

令
和

４
年

度
中

に
支

払
っ

た
分

の
請

求
内

容
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
適

用
さ

れ
る

単
価

月
に

か
か

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
単

価
に

つ
い

て
は

別
途

定
め

ま
す

。



別
紙

４
－

３

電
気

使
用

状
況

一
覧

表
　

契
約

種
別

： 高
圧

使
用

電
力

量
（
単

位
：
kw

h
）

施
設

N
o
.

Ｒ
４

．
２

月
単

価
分

Ｒ
４

．
３

月
単

価
分

Ｒ
４

．
４

月
単

価
分

Ｒ
４

．
５

月
単

価
分

Ｒ
４

．
６

月
単

価
分

Ｒ
４

．
７

月
単

価
分

Ｒ
４

．
８

月
単

価
分

Ｒ
４

．
９

月
単

価
分

Ｒ
４

．
１

０
月

単
価

分
Ｒ

４
．

１
１

月
単

価
分

Ｒ
４

．
１

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

１
月

単
価

分
Ｒ

５
．

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

３
月

単
価

分
合

計

合
計

　
①

単
価

（
円

）
　

②
補

助
対

象
額

（
円

）
　

①
×

②

※
電

気
の

契
約

種
別

（
特

別
高

圧
）
（
高

圧
）
（
低

圧
）
ご

と
に

別
葉

で
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。

※
各

施
設

の
使

用
電

力
量

が
月

ご
と

に
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
請

求
書

、
領

収
書

の
写

し
）

　
 た

だ
し

、
交

付
申

請
時

等
で

既
に

提
出

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

再
度

提
出

不
要

で
す

。

※
各

月
の

記
入

欄
に

は
、

令
和

４
年

度
中

に
支

払
っ

た
分

の
請

求
内

容
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
適

用
さ

れ
る

単
価

月
に

か
か

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
単

価
に

つ
い

て
は

別
途

定
め

ま
す

。



別
紙

４
－

４

電
気

使
用

状
況

一
覧

表
　

契
約

種
別

： 低
圧

使
用

電
力

量
（
単

位
：
kw

h
）

施
設

N
o
.

Ｒ
４

．
２

月
単

価
分

Ｒ
４

．
３

月
単

価
分

Ｒ
４

．
４

月
単

価
分

Ｒ
４

．
５

月
単

価
分

Ｒ
４

．
６

月
単

価
分

Ｒ
４

．
７

月
単

価
分

Ｒ
４

．
８

月
単

価
分

Ｒ
４

．
９

月
単

価
分

Ｒ
４

．
１

０
月

単
価

分
Ｒ

４
．

１
１

月
単

価
分

Ｒ
４

．
１

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

１
月

単
価

分
Ｒ

５
．

２
月

単
価

分
Ｒ

５
．

３
月

単
価

分
合

計

合
計

　
①

単
価

（
円

）
　

②
補

助
対

象
額

（
円

）
　

①
×

②

※
電

気
の

契
約

種
別

（
特

別
高

圧
）
（
高

圧
）
（
低

圧
）
ご

と
に

別
葉

で
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。

※
各

施
設

の
使

用
電

力
量

が
月

ご
と

に
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
請

求
書

、
領

収
書

の
写

し
）

　
 た

だ
し

、
交

付
申

請
時

等
で

既
に

提
出

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

再
度

提
出

不
要

で
す

。

※
各

月
の

記
入

欄
に

は
、

令
和

４
年

度
中

に
支

払
っ

た
分

の
請

求
内

容
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
適

用
さ

れ
る

単
価

月
に

か
か

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
単

価
に

つ
い

て
は

別
途

定
め

ま
す

。



様式第 10 号(第９条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

 

 福岡県知事 殿  

 

 

                                          所在地 

                                          団体名 

                                          代表者氏名            

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金消費税仕入控除税額報告書 

 

  年 月 日付け  第  号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、

福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第９条第３項の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 福岡県補助金等交付規則第 14 条の補助金の額の確定額      金      円 

（   年 月 日  第   号による額の確定通知額） 

 

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額         金      円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 金      円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）                 金      円 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

  ･消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるもの) 

  ･消費税確定申告書付表 2「課税売上割合･控除対象仕入税額等の計算書」の写し 

  ･３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料 

も併せて提出すること） 

  ･消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入の割合 

を確認できる資料 

 

５ 該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載 

 ［                                 ］ 

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期

も記載すること。 



６ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載 

 ［                                 ］ 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

  ･免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税確定申告書の写し 

（税務署の収受印等のあるもの）及び収支決算書等、収入を確認できる資料 

  ･簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定 

申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

  ･消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割 

合を確認できる資料 

  



様式第 11 号（第 10 条関係） 

 

     第     号 

   年  月  日 

 

 

（申請者名） 

（代表者役職・氏名） 殿  

 

 

                      

   福岡県知事       印 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る 

額の確定通知書 

 

    年  月  日付で交付決定を通知した補助事業については、    年  月 

  日付で提出のあった、令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金に係る補

助事業実績報告書を審査した結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認められる

ので、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第 10 条第１項の規定に基づき、

交付すべき補助金の額を、下記のとおり確定します。 

 

記 

 

１ 補助金確定額 

 

補助対象経費              円 

 

補助金確定額              円 

  



様式第 12 号（第 11 条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 福岡県知事 殿  

 

 

                                          所在地 

                                          団体名 

                                          代表者氏名            

 

 

令和４年度福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金 

精算払（概算払）請求書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業につい

て、福岡県農業水利施設物価高騰対策補助金交付要綱第 11 条第２項の規定に基づき、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額 

 

金            円也 

 

内訳： 

交付決定額            円（確定額：          円） 

概算払受領済額          円 

今回請求額            円 

残額               円 

 

※概算払の際は、請求額の内容が分かる資料を添付してください。 


